
建設企業で働く労働者の皆様へ

あなたは社会保険等に
加入していますか？

社会保険等へ加入していると、家族の生活が守られます。

・けが・病気で働けない場合 給付を受けられます。

・万一障害を負った場合 年金の給付を受けられます。

・万一ご本人が死亡した場合 ご遺族が年金の給付を受け
られます。

社会保険等へ加入するメリットとは？

国土交通省 厚生労働省

近畿地方整備局

建設労働者の処遇を向上し、建設産業を魅力ある職場にする
ために、行政、元請企業、下請企業など関係者が一体となった
保険加入徹底に向けた取り組みを平成２４年度より開始します。

○ 給与明細等に、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の天引きがあることを確
認
して下さい。

○ 分からない場合は、所属している会社の給与担当者などに確認して下さい。

ご自身が社会保険に加入しているか確認するには？



■国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課 労働資材対策室
ＴＥＬ ： ０３－５２５３－８１１１（代表）

＜建設業法違反に関する通報窓口＞
■国土交通省建設業法令遵守本部「駆け込みホットライン」

ＴＥＬ ： ０５７０－０１８－２４０ （全国共通）
受付時間／10:00～12:00 13:30～17:00（土日・祝祭日・閉庁日除く）

ＦＡＸ ： ０５７０－０１８－２４１
E-mail： kakekomi-hl@mlit.go.jp

分からないことがあった場合のお問い合わせ先

平成２９年度を目途に、企業単位では加入義務のある建設業許可業者の
加入率１００％となるよう社会保険等未加入企業に対する加入指導を強化
します。

社会保険等未加入に対する取組

○ 所属している会社へご相談いただき、加入手続きを行ってください。

○ 会社へ相談しても加入できない場合は、下記保険担当部局へご相談ください。

加入手続き・相談窓口
労働保険 ： 労働基準監督署及び公共職業安定所
社会保険 ： 年金事務所

労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所の所在地は以下のアドレスから確認できます。

労働基準監督署→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

公共職業安定所→ http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

年金事務所 → http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html

社会保険等へ未加入の場合は？

実施項目 実施内容

元請企業による下請指導

【平成２４年１１月より実施】

・作業員名簿において、各作業員の加入している健康保険、年金保険及び雇用保険
の名称及び被保険者番号等の記載欄が追加されます。

・元請企業は、新規入場者の受け入れに際して、この作業員名簿により、各作業員
の社会保険等の加入状況を確認し、未加入の作業員がいる下請企業に対しては、
作業員を適切な保険に加入させるよう指導します。

・遅くとも平成２９年以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない
作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めません。


